
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 特 定 有 期 雇 用 教 職 員 就 業 規 則 新 旧 対 照 表
改 正 前 改 正 後

（前 略）
第２章 年俸制特定教員 第２章 年俸制特定教員

（中 略）

（契約期間） （契約期間）
第５条 年俸制特定教員の契約期間は、五の事業 第５条 年俸制特定教員の契約期間は、当該プロ
年度以内とする。 グラム、プロジェクト等の継続する期間以内とし、

当該期間を限度として、これを更新することがで
きる。

（特定有期雇用教職員の定義）
第２条 この規則において「特定有期雇用教職員」
とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 年俸制特定教員 任期を付して雇用する教
員のうち、総長の認める特定のプログラム、
プロジェクト等により特定教授、特定准教授、
特定講師又は特定助教の職名で雇用される者

２ 契約期間は、これを更新しない。ただし、外
部資金（寄附金（寄附講座及び寄附研究部門に
係るものを除く。）及び間接経費を除く。以下
同じ）又は特別経費により雇用する場合におい
ては、当該プログラム、プロジェクト等の継続
する期間を限度として、これを更新することが
できる。

３ 前項ただし書の規定により更新された契約期 ２ 前項の規定により更新された契約期間の満了
間の満了後に労働契約を更新しない場合には、 後に労働契約を更新しない場合には、契約期間
契約期間満了日の３０日前までにその旨を通知 満了日の３０日前までにその旨を通知する。た
する。ただし、契約期間満了後に更新しないこ だし、契約期間満了後に更新しないことをあら
とをあらかじめ通知している場合は、この限り かじめ通知している場合は、この限りでない。
でない。

４ 前項の場合において、年俸制特定教員が更新 ３ （同 左）
しない理由について証明書を請求したときは、
遅滞なくこれを交付するものとする。
（中 略）
（他の規則の準用） （他の規則の準用）
第７条 この章に定めるもののほか、年俸制特定 第７条 （同 左）
教員の就業に関する事項については、就業規則
（第２３条及び第６４条を除く。）の規定を準
用する。ただし、同規則第２条第３項の規定に
より年俸制特定教員に準用する採用・懲戒等に
関する事項のうち、国立大学法人京都大学教員
就業特例規則（平成１６年達示第７１号。以下
「教員就業特例規則」という。）第６条の規定
並びに就業規則第３１条の規定により年俸制特
定教員に準用する給与に関する事項のうち、国
立大学法人京都大学教職員給与規程（平成１６
年達示第８０号。以下「給与規程」という。）
第５条から第８条まで、第１１条から第２２条
まで、第２７条から第３３条の６まで、第３４
条及び第３５条の規定は、この限りでない。



改 正 前 改 正 後
２ 前項本文の規定にかかわらず、就業規則第２２ ２ 前項本文の規定にかかわらず、就業規則第２２
条第１項第１号の規定は、博士課程教育リーディ 条第１項第１号の規定は、博士課程教育リーディ
ングプログラム（「京都大学大学院思修館」プログ ングプログラム（「京都大学大学院思修館」プロ
ラムに限る。）により雇用する場合においては、こ グラムに限る。）により雇用する場合又は国際高
れを準用しない 等教育院において雇用する場合（大学が特に認め

る場合に限る。）は、これを準用しない。
３ 前項の規定は、当該雇用する年俸制特定教員が
労働契約法（平成１９年法律第１２８号）第１８
条の規定により、期間の定めのない労働契約に転
換した場合（以下「無期転換した場合」という。）
においては、これを適用しない。

（中 略）
第３章 特定拠点教員 第３章 特定拠点教員

（中 略）

（契約期間） （契約期間）
第１０条 特定拠点教員の契約期間は、五の事業 第１０条 特定拠点教員の契約期間は、当該プロ
年度以内とする。ただし、当該プログラムの継 グラムの継続する期間以内とし、当該期間を限度
続する期間を限度として、これを更新すること として、これを更新することができる。
ができる。

（特定有期雇用教職員の定義）
第２条 この規則において「特定有期雇用教職員」
とは、次の各号に掲げるものをいう。
(2) 特定拠点教員 任期を付して雇用する教員
のうち、世界トップレベル国際研究拠点形成
促進プログラム(以下「トップレベル拠点プ
ログラム」という。)又は最先端研究開発支
援プログラム(以下「最先端プログラム」と
いう。)により特定拠点教授、特定拠点准教
授、特定拠点講師又は特定拠点助教の職名で
雇用される者

２ 前項ただし書の規定により更新された契約期 ２ 前項の規定により更新された契約期間の満了
間の満了後に労働契約を更新しない場合の通知 後に労働契約を更新しない場合の通知及び更新
及び更新しない理由の証明書については、第５ しない理由の証明書については、第５条第２項
条第３項及び第４項の規定を準用する。 及び第３項の規定を準用する。
（他の規則の準用） （他の規則の準用）

第１１条 この章に定めるもののほか、特定拠点 第１１条 この章に定めるもののほか、特定拠点
教員の就業に関する事項については、就業規則 教員の就業に関する事項については、就業規則
（第２２条、第２３条及び第６４条を除く。） （第２２条（無期転換した場合を除く。）、第２
の規定を準用する。ただし、同規則第２条第３ ３条及び第６４条を除く。）の規定を準用する。
項の規定により特定拠点教員に準用する採用・ ただし、同規則第２条第３項の規定により特定
懲戒等に関する事項のうち、教員就業特例規則 拠点教員に準用する採用・懲戒等に関する事項
第６条の規定並びに就業規則第３１条の規定に のうち、教員就業特例規則第６条の規定並びに
より特定拠点教員に準用する給与に関する事項 就業規則第３１条の規定により特定拠点教員に
のうち、給与規程第５条から第８条まで、第１１ 準用する給与に関する事項のうち、給与規程第
条から第２２条まで、第２７条から第３３条の ５条から第８条まで、第１１条から第２２条ま
４まで、第３３条の６、第３４条及び第３５条 で、第２７条から第３３条の４まで、第３３条
の規定は、この限りでない。 の６、第３４条及び第３５条の規定は、この限

りでない。



改 正 前 改 正 後
第４章 特定外国語担当教員 第４章 特定外国語担当教員

（中 略）
（契約期間）

１２条の２ 特定外国語担当教員の契約期間は、５
年以内とし、通算５年の期間を限度として、更新
することができる。

（準用） （準用）
第１３条 第４条、第５条第１項及び第２項本文 第１３条 第４条及び第７条第１項の規定は、特
並びに第７条第１項の規定は、特定外国語担当 定外国語担当教員に準用する。
教員に準用する。

２ 前項の規定にかかわらず、就業規則第２２条第
１項第１号の規定は、国際高等教育院において雇
用する場合（大学が特に認める場合に限る。）は、
これを準用しない。

（中 略）
第５章 特定病院助教 第５章 特定病院助教

（中 略）

（準用） （準用）
第１６条 第５条第１項及び第２項本文並びに第 第１６条 第７条第１項及び第１２条の２の規定
７条第１項の規定は、特定病院助教に準用する。 は、特定病院助教に準用する。
（中 略）

第６章 特定専門業務職員 第６章 特定専門業務職員
（中 略）

（契約期間） （契約期間）
第１９条 特定専門業務職員の契約期間は、五の 第１９条 特定専門業務職員の契約期間は、５年
事業年度以内とし、通算５年の期間を限度とし 以内とし、通算５年の期間を限度として、更新
て、更新することができる。 することができる。

２ 前項の規定にかかわらず、総長の認める特定の
プログラム、プロジェクト等により雇用される特
定専門業務職員の契約期間は、当該プログラム、
プロジェクト等の継続する期間以内とすることが
できる。この場合において、当該契約期間は、こ
れを更新しない。

３ 第１項及び前項の規定にかかわらず、大学が特
に必要と認めた場合は、同項に定める期間を超え
て更新することができる。

２ 前項の規定により更新された契約期間の満了 ４ 第１項又は前項の規定により更新された契約
後に労働契約を更新しない場合の通知及び更新 期間の満了後に労働契約を更新しない場合の通
しない理由の証明書については、第５条第３項 知及び更新しない理由の証明書については、第
及び第４項の規定を準用する。 ５条第２項及び第３項の規定を準用する。
（他の規則の準用） （他の規則の準用）

第２０条 この章に定めるもののほか、特定専門 第２０条 （同 左）
業務職員の就業に関する事項については、就業
規則（第２３条及び第６４条を除く。）の規定
を準用する。ただし、同規則第３１条の規定に
より特定専門業務職員に準用する給与に関する
事項のうち、給与規程第５条から第８条まで、
第１１条から第２２条まで及び第２７条から第
３５条までの規定は、この限りでない。

２ 前項本文の規定にかかわらず、就業規則第２２ ２ 前項本文の規定にかかわらず、就業規則第２２
条第１項第３号の規定は、大学が特に認めた場 条第１項第３号の規定は、大学が特に認めた
合は、これを準用しない。 場合（無期転換した場合を除く。）は、これを

準用しない。



改 正 前 改 正 後

３ 第１項ただし書の規定にかかわらず、特定専 ３ （同 左）
門業務職員で管理監督者相当職（給与規程別表
第９で定める俸給の特別調整額支給対象者に準
ずる者）に就いている者については、給与規程
第２７条の規定を準用するものとし、同規程第
２３条及び第２４条の規定は、これを準用しな
い。
（中 略）

第７章 特定職員 第７章 特定職員
（中 略）

（契約期間） （契約期間）
第２３条 特定職員の契約期間は、五の事業年度 第２３条 特定職員の契約期間は、５年以内とし、
以内とする。 通算５年の期間を限度として、更新することがで

きる。

２ 契約期間は、これを更新しない。ただし、ト
ップレベル拠点プログラム又は最先端プログラ
ムにより雇用する場合においては、当該プログ
ラムの継続する期間を限度として、更新するこ
とができる。

２ 前項の規定にかかわらず、総長の認める特定の
プログラム、プロジェクト等により雇用される特
定職員の契約期間は、当該プログラム、プロジェ
クト等の継続する期間以内とすることができる。
この場合において、当該契約期間は、これを更新
しない。

３ 前項の規定にかかわらず、トップレベル拠点プ
ログラム又は最先端プログラムにより雇用される
特定職員の契約期間は、当該プログラムの継続す
る期間以内とし、当該期間を限度として、更新す
ることができる。

４ 前各項の規定にかかわらず、大学が特に必要と
認めた場合は、同項に定める期間を超えて更新す
ることができる。

３ 前項ただし書の規定により更新された契約期 ５ 第１項、第３項又は前項の規定により更新さ
間の満了後に労働契約を更新しない場合の通知 れた契約期間の満了後に労働契約を更新しない
及び更新しない理由の証明書については、第５ 場合の通知及び更新しない理由の証明書につい
条第３項及び第４項の規定を準用する。 ては、第５条第２項及び第３項の規定を準用す

る。
（中 略）

第８章 特定研究員 第８章 特定研究員
（中 略）

（契約期間） （契約期間）
第２７条 特定研究員の契約期間は、五の事業年 第２７条 特定研究員の契約期間は、５年（プロ
度以内とし、通算５年の期間を限度として、更 グラム、プロジェクト等により雇用される場合に
新することができる。ただし、外部資金又は特 あっては、当該プログラム、プロジェクト等の継
別経費により雇用する場合においては、当該プ 続する期間。以下この項において同じ。）以内と
ログラム、 プロジェクト等の継続する期間を し、通算５年の期間を限度として、更新するこ
限度とする。 とができる。

２ 前項の規定にかかわらず、プログラム、プロジ
ェクト等により雇用される特定研究員の契約期間
は、当該プログラム、プロジェクト等の継続する
期間以内とし、当該期間を限度として、これを更
新することができる。



改 正 前 改 正 後

（特定有期雇用教職員の定義）
第２条 この規則において「特定有期雇用教職員」
とは、次の各号に掲げるものをいう。
(7) 特定研究員 任期を付して雇用する職員の
うち、総長の認める特定のプログラム、プロ
ジェクト等により雇用される者

２ 前項の規定により更新された契約期間の満了 ３ 第１項の規定により更新された契約期間の満
後に労働契約を更新しない場合の通知及び更新 了後に労働契約を更新しない場合の通知及び更
しない理由の証明書については、第５条第３項 新しない理由の証明書については、第５条第２
及び第４項の規定を準用する。 項及び第３項の規定を準用する。
（準用） （準用）

第２８条 第６条及び第２０条第１項の規定は、特 第２８条 （同 左）
定研究員に準用する。

２ 前項の規定にかかわらず、就業規則第２２条 ２ 前項の規定にかかわらず、就業規則第２２条
第１項第３号の規定は、トップレベル拠点プロ 第１項第３号の規定は、トップレベル拠点プロ
グラム又は最先端プログラムにより雇用する場 グラム又は最先端プログラムにより雇用する場
合において大学が特に認めた場合は、これを準 合において大学が特に認めた場合（無期転換し
用しない。 た場合を除く。）は、これを準用しない。
（中 略）

第９章 特定医療技術職員 第９章 特定医療技術職員
（中 略）

（契約期間） （契約期間）
第３０条 特定医療技術職員の契約期間は、一の 第３０条
事業年度以内とする。

２ 契約期間は、これを更新することがある。た ２ （同 左）
だし、初めて特定医療技術職員として雇用され
た日から通算５年の期間を限度とする。

３ 前項ただし書の規定にかかわらず、大学が特に
必要と認めた場合は、同項ただし書に定める期間
を超えて更新することができる。

３ 前項の規定により更新された契約期間の満了 ４ 第２項又は前項の規定により更新された契約
後に労働契約を更新しない場合の通知及び更新 期間の満了後に労働契約を更新しない場合の通
しない理由の証明書については、第５条第３項 知及び更新しない理由の証明書については、第
及び第４項の規定を準用する。 ５条第２項及び第３項の規定を準用する。
（後 略）

附 則
１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。
２ この規則の施行の日の前日においてプログラム、
プロジェクト等により雇用される特定専門業務職
員又は特定職員については、改正後の第１９条第
２項後段及び第２３条第２項後段の規定にかかわ
らず、当該プログラム、プロジェクト等の継続す
る期間を限度として、１回に限り更新することが
できる。


